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＜ 経営体制の概要 ＞ 

 



＜ 適時開示に係る社内体制図 ＞ 

 

当社は、「大林組基本理念」において、事業活動を行う上での指針の一つとして、企業行動規範に「適正な情

報発信と経営の透明性の確保」を掲げており、その実現のために適時開示に係る社内体制の整備に努めており

ます。 

具体的には、当会社の重要な情報（取締役会の決定事実や重大な事故や災害等の緊急の発生事実、決算情報

等）は、各種の事案を主管するそれぞれの部門から、取締役会の付議案件の審査部門であり、危機管理の担当

部門でもある本社総務部に報告されます。 

同部及び同部の担当役付執行役員である情報取扱責任者は、これらの重要情報について、取締役会への付議

審査と同時に、投資家への開示を要する重要情報に該当するかの審査も行っております。 

開示が必要と判断された重要情報については、取締役会の決議または代表取締役の承認を経て、同部がグロ

ーバル経営戦略室 IR・SR 部や事案の主管部門と連携して、適時開示規則その他の関係諸法令等を遵守しつつ、

開示資料の作成、配信など、実際の開示手続きを適時適切に行っております。 

 また、インサイダー情報の管理については、社内規定でその取扱いを定め、役職員のインサイダー取引の未

然防止に努めているほか、監査役会及びその補助部門である監査役室ならびに内部監査部門である内部統制監

査室が業務監査を通じて各部門の業務の適法性・適正性を監査しております。 

以 上 

 


